
効力発生日

令和５年

10月６日

①18歳未満又は65歳以上の者
②雇入れ後３月未満の者であって、技能習得中もの
③清掃又は片付けの業務に主として従事する者
④倉庫番、包装、袋詰め、場内整理、検品又は容器
の洗浄の業務に従事する者
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